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論 文 内 容 要 旨

総合農協 にお ける 「部 門別採算性 の確立」 問題 の研究

1研 究 の背 景 と課題

今 日、 内 外 の 経 済 環 境 の 変 化 か ら、 農 業 協 同組 合 を め ぐ っ て は 、 事 業 の 後

退 と経 営 の 弱 体 化 、 さ ら に は構 成 員 で あ る農 業 者 の 帰 属 意 識 の 希 薄 化 とい っ

た 問題 が 顕 著 とな りつ つ あ る 。

そ の外 在 的 要 因 の 一 つ に 、1990年 代 前 半 か ら本;格的 に始 ま る 規 制緩 和 政策

の促 進 、 と りわ け独 占禁 止 法 の 競 争 促 進 的 な 運 用 に よ る 産 業 保 護 ・育 成 策 か

らの 転 換 と い った 影 響 が あ げ られ る 。 農 協 界 で はそ れ へ の対 応 策 と して 、 合

併 推 進 方 策 が と られ た 。 ま た 、 規 制 緩 和 に よ る 輸 入 農 産 物 の 影 響 か ら生 産 物

の販 売 自体 が 伸 び 悩 ん だ こ と も弱 体 化 の 一 因 で あ る 。 さ ら に他 産 業 の 生 産 拠

点 の 海 外 移 転 に よ る 国 内 産 業 の 空 洞化 等 か ら農 業 者 の 伝 統 的 な 農 外 収 入 源 が

収 縮 した こ と等 に よ り、 組 合 員 の 経 済 状 況 が 悪 化 して き た こ と な ど も、 考 慮

す べ きで あ ろ う。

こ う した 外 在 的 要 因 に加 え て 、 内 在 的 要 因 も指 摘 さ れ な け れ ば な らな い。

国 内産 業 全 般 が リス トラ ク チ ャ リ ン グ や ダ ウ ン サ イ ジ ン グ へ と向 か う 中 で 、

合 併 促 進 策 が と られ た 農 協 界 で は 、 経 営 規 模 や 事 業 規模 が 急 速 に 大 規 模 化 す

る。 時 流 に 逆 行 す る よ う な そ の対 応 は 、 か え っ て 事 業 体 制 の コ ス トパ フ ォー

マ ン ス の 悪 化 を加 速 さ せ 、 他 産 業 に 比 ベ ス リム 化(人 員 削 減 だ け で は な く)

の努 力 を遅 らせ る。

さ らに考 慮 す べ き は 、 農 業 者 に よ って 組 織 され た 地 域 の 産 業 組 織 と して の

農 協 が 、 地 域 と の か か わ りの 中 で 、 組 織 基 盤 に直 接 関 わ る次 の よ うな 問題 を

抱 えて い る こ とで あ る 。一

第 一 は 、 組 合 員 の ニ ー ズ へ の 対 応 の 問題 で あ る。 前 述 の 内 外 の環 境 変 化 の

中 で 、 組 合 員 の ニ ー ズ は 変 化 し、 ま た 組 合 員 が 得 る満 足 の 程 度 も変 わ っ て き

て い る。 こ の た め 、 総 合 農 協(以 下 「農 協 」 は こ の意 味 で あ る)と い う特 有

の多 事 業 兼 営 の 方 式 を採 っ て 、多 様 な ニ ー ズ を 抱 え る こ とは 、 ニ ー ズ の 変 化

にか え って 対 応 で きな い 可能 性 が 高 い 。

第 二 は 、 組 合 員 を含 め た 地 域 住 民 の ニ ー ズ へ の 対 応 で あ る 。 農 協 は 、 事 業

経 営 体 で あ る と同 時 に 組 織 運 動 体 で あ り、 そ う した 性 格 を 反 映 して 地 域 住 民

の 生 活 全 般 に 重 な る幅 広 い事 業 を展 開 して い る。 しか し、 現 状 で は 個 々 の 経

'
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済 事 業 の利 用 は低 迷 し、 そ の 多 くが 赤 字 で あ る こ と も含 め て 、 事 業 に対 す る

ニ ー ズ を十 分 に把 握 して い る と は言 え ず 、 組 合 員 や 地 域 の ニ ー ズ に 十 分 応 え

て い る と言 え る 状 況 で は な い 。 多 事 業 を 兼 営 す る 総 合 農 協 に あ っ て 、 組 合 員

や 地 域 住 民 の ニ ー ズ に応 え得 る に は 、 一 般 企 業 と の激 し い競 争 の 中 で 、 個 別

の事 業 ご と にそ れ ぞ れ 採 算 が 確 保 さ れ て 、 満 足 の い くサ ー ビ ス が 伴 って い な

けれ ばな らな い。

第 三 は 、 地 域 に お け る 合 意 形 成 の あ り方 で あ る 。 これ まで 農 協 は 、 構 成 員

で あ る 組 合 員 の 多 数 が 農 業 者=地 域 住 民 で あ る こ とか ら、 当 然 に地 域 のニ ー

ズ を捕 捉 し、 そ れ を反 映 し た 事 業 を行 な っ て い る と考 え られ て き た 。 しか し、

農 業 者 と 非 農 業 者 と の混 住 化 が 進 み 、 ま た ニ ー ズ そ の もの も 多 様 化 して 、組

合 員 ・地 域 住 民 の ニ ー ズ を農 協 の 経 営 に 的確 に反 映 す る こ とが 困 難 にな っ て

きて い る。 そ れ だ けで な く 、 経 済 社 会 に お け る農 協 の相 対 的 な 位 置 づ け の変

化 と と も に 、 行 政 施 策 の あ り方 と農 協 と の 関 係 、 地 域 ニ ー ズ の 捕 捉 や 合 意 形

成 の あ り方 が 変 わ って き て い る 。 農 協 の経 営 に あ た る 人 々 は 、 そ の こ と を 十

分 に認 識 しな い ま ま 、真 の 合 意 形 成 の 手 続 き を き ち ん と踏 ん で こ な か っ た と

い う問 題 で あ る。

こ の よ う な 観 点 か ら して 、 地 域 の組 合 員 や 住 民 の ニ ー ズ に 的 確 に 応 え る う

え で も、 総 合 農 協 の 多 事 業 兼 営 方 式 に 内 在 す る 、基 本 的 で しか も歴 史 的 に規

定 され た 固有 の 問 題 に 的確 に対 応 しな けれ ば 、 農 協 の 将 来 は な い とい って も

過 言 で は な い 。

しか しな が ら、 農 協 経 営 の 弱 体 化 の 問題 が1990年 代 以 降 に顕 著 とな っ た と

して 、 そ れ 以 前 に農 協 の経 営 問 題 は な か っ た の だ ろ うか 。 これ ら の 内 的 ・外

的 の 要 因 が 乗 越 え られ れ ば 、 再 び 農 協 経 営 は 健 全 化 す る と考 え て い い のだ ろ

うか 。 恐 ら く、 そ の よ う に 考 え る の は 早 計 で あ ろ う。 農 協 の 経 営 状 態 を判 断

す る 際 に 、 重 要 な 手 掛 か り とな る の が 「農 協 経 営 分 析 調 査 」 で あ る 。 分 析 結

果 を時 系 列 で み る と、1970年 代 か らモ ノ を扱 う経 済 事 業 が軒 並 み 赤 字 とな っ

て これ が 恒 常 化 し、 今 日に至 っ て い る。 こ の こ と か ら、 経 営 の 弱体 化 が 決 し

て 近 年 の経 営 環 境 の 問題 だ け に限 定 で き な い こ とが 了解 され る 。

そ こで 、 農 協 自身 は 経 営 問 題 を どの よ う に理 解 し、 ど う い っ た 対 応 策 を考

え て き た の か 。 そ れ を農 協 全体 の意 思 結 集 と課 題 設 定 の 最 も主 要 な 場 で あ る

全 国農 協 大 会 の決 議 に見 て み る と、 「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 とい う課 題 が 、1

970年 の 第12回 大 会 で 設 定 さ れ 、 そ れ 以 降 、最 近 の2000年 の 大 会 ま で ほ ぼ途 切

れ る こ とな く毎 回 、 そ の 課 題 設 定 が行 な わ れ て い る こ とが わか る。

この 「部 門 別 」 と い う場 合 の 部 門 は 、 農 協 経 営 分 析 調 査 で い う部 門 で あ る

と 同 時 に 、 実 際 の 各 種 事 業 の 部 門 で も あ る 。 部 門 別 と表 現 さ れ る理 由 は 、 日

本 の農 協 が 販 売 や 購 買 、 共 済 、 信 用 、 利 用 、 指 導 と い っ た 性 格 の 異 な る 多様
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な 事 業 を 兼 営 す る と こ ろか ら派 生 して い る 。 この 多 事 業 兼 営 方 式 に基 づ く農

協 は 、 単 一 事 業体 の そ れ と区 別 して 「総 合 農 協 」 と呼 称 さ れ 、 世 界 の 協 同組

合 で も ほ ぼ類 例 が な い 固有 の経 営 方 式 を採 用 して い る 。

そ の総 合 農 協 で は 、1970年 代 を画 期 と して 、 「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 の課

題 が 今 日ま で 継 続 的 に 提 起 さ れ て き た 。 この こ とは 、 約30年 間 と い う時 間 を

も って して も 、依 然 と して そ の確 立 課 題 が達 成 され て お らず 、 「部 門別 採 算

性 の 確 立 」 の 難 し さ を 表 して い る 。 しか し同 時 に 、1970年 以 降 新 た に特 有 の

問 題 が 生 じな か っ た の か ど うか 、 さ ら にそ れ ま で の課 題 達 成 に 問 題 が な か っ

た のか ど うか 、 と い った 疑 問 も生 じる。

本 論 文 は 、 以 上 の 点 を踏 ま え 、 ま ず1970年 代 よ り以 前 に こ の課 題 は登 場 し

な か っ た の か 、 これ ま で の課 題 達 成 の方 法 に 問 題 は な か っ た の か 、 問題 が あ

っ た とす れ ば ど う い う点 に あ る の か 、 と い う視 点 か ら、 これ を 「r部 門別 採

算 性 の確 立 』 問題 」 と して 採 り上 げ 、 農 協 の これ まで の 取 り組 み の 検 討 とそ

の 課 題 達成の 可 能性 を探 る こ と を 目的 とす る。

そ こで 、 「部 門 別 採 算 性 の確 立 」 問 題 を経 営 問題 と して 捉 え 、 農 協 制 度 が

始 ま っ た1950年 代 に まで さ か の ぼ っ て 経 営 問 題 の起 点 を 探 り、 高 度 経 済 成 長

期 の終 息 期 に あた る1970年 代 に 生 じ る 経 営 問 題 との 相 違 を見 出 す と と もに 、

「部 門別 採 算 性 の確 立 」 問 題 の 性 格 や 歴 史 的 位 置 づ け を検 討 す る 。』そ して 、

こ の 「部 門 別 採 算 性 の確 立 」 が 課 題 と して 提 起 さ れ て か ら今 日 に至 る ま で の

問 の 農 協 にお け る課 題 へ の 対 応 姿 勢 と達 成 方 法 を 、 農 協 大 会 決 議 や 農 協 行 政

当 局 勧 告 ・ さ ら に は 農 協 指 導 組 織 に お け る 新 た な 取 り組 み の 中 か ら整 理 す る ・

ま た 、 この 問題 に対 す る農 協 経 営論 の 先行 研 究 を も批 判 的 に検 討 す る。

そ して 、 以 上 の 課 題 に ア プ ロー チす る た め 、 本 研 究 で は 、 取 り組 み 主 体 の

定 立 と達 成 に 向 け た モ ラ ー ル(や る気)を 引 き 出 す モ デ ル を提 起 す る 。 そ の

う.えで 農 協 の 経 営 管 理 と部 門 別 損 益 管 理 の 先 進 事 例 を取 り上 げ 、 そ の 現 況 と

管 理 方 式 の 特 質 を整 理 し、 モ デ ル と の 対 比 か ら 「 『部 門 別 採 算 性 の 確 立 』 問

題 」 の含 意 を導 出 し、課 題 達 成 の 可能 性 を検 討 す る 。.

2多 事 業 兼営 の総合 農 協 に 内在 す る経 営の基 本 問題

農 協 の 生 成 期 に ま で さか の ぼ っ て 、経 営 問 題 が ク ロ ー ズ ア ッ プ され た 時 期

を探 って み る と、 農 協 が 戦 後 ス タ ー トし た 直 後 に 深 刻 な 経 営 問題 に直 面 す る

時 期 と、 高 度 経 済 成 長 期 の終 焉 と時 を 同 じ く して 経 済 事 業 の 各 部 門 別 の 収 支

が 全 て 赤 字 に転 落 して 経 営 問 題 が 大 き く取 り上 げ られ た 時 期 の 二 っ に大 別 す

る こ とが で き る。 前 者 を1950年 代 の 経 営 問 題 、 後 者 を1970年 代 の 経 営 問 題 と

す る と、50年 代 は 新 設 され た 農 協 の 存 立 の危 機 で あ り、.70年 代 は 経 済 事 業 部

門 の 赤 字 を黒 字 に転 じて 、 継 続 事 業 体(ゴ ー イ ン グ ・コ ンサ ー ン)と して の
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農 協 を維 持 して い く こ とが 問題 で あ っ た 。

50年 代 に 農 協 の 経 営 を脅 か した 直接 的 な 原 因 は 、 ドッジ 不 況 に代 表 さ れ る

経 済 環 境 、 戦 中 に 設 立 さ れ た 農 業 会 か らの 負 の遺 産 相 続(減 価 し た 固 定 資 産

や 累 積 不 良 在 庫 等)、 経 営 能 力 や 経 営 技 術 を含 め た 稚 拙 な 農 協 経 営 、 の3つ

の 問 題 で あ っ た 。 前 の2つ の 問 題 は 、 いわ ば外 在 的 な 要 因 で あ り、 後 の稚 拙

な経 営 の 問題 は 、農 協 に 内在 した 問題 で あ る 。

こ の 当 時 の 経 営 問 題 は 、 全 国 的 な規 模 で 表 れ 、 多 くの 農 協 で 欠 損 金 が 増 大

して 、 各 県 で 貯 金 の 払 戻 し停 止 ま た は 制 限 をす る と こ ろ が 続 出 した 。 そ う し

た 事 態 の 収 拾 が 急 が れ る と と も に、 そ の 一 方 で 、 農 協 に 内在 した 主 と して 経

営 技 術 の改 善 が 課 題 とな った ので あ る。

しか し 当 時 、 農 協 の 経 理 処 理 に 関 して は 明 確 な 基 準 が な く 、 ま た 不 振 を客

観 的 に把 握 す る 管 理 の 方 法 も不 在 で あ っ た 。 しか も経 理 処 理 の 技 術 水 準 の 低

さ は 農 協 に限 っ た 問 題 で は な か っ た 。 こ の 時 代 の 日本 社 会 の 経 理 処 理 技 術 そ

の も のが 稚 拙 で あ っ た 。 明治 以 来 導 入 さ れ た す べ て の 取 引 を現 金 取 引 に擬 制

し た 収 支 簿 記 の 「大 原 式 」 経 理 方 式 が 全 般 的 に踏 襲 され て お り、 これ を 、 す

べ て の 取 引 を貸 借 二 元 の 要 素 に分 解 して 記 帳 す る 「複 式 」 簿 記 法 が 提 起 さ れ

た 。 戦 後 に な っ て は じめ て 、GHQの 要 請 に応 じ 、 わ が 国 の 企 業 会 計 の 黎 明

を象 徴 す る と言 わ れ る 「企 業 会 計 原 則 及 び 財 務 諸 表 準 則 」 が 政 府 に よ り作 成 ・

公 表 され た の で あ る。

と ころ が 、 企 業 界 の経 理 処 理 方 式 の 転 換 は 早 か っ た が 、 農 協 界 の 対 応 は 鈍

く遅 れ た 。GHQが 主 導 して 、 農 林 省 や 農 協 関 係 者 に お いて も 、 農 協 の 経 理

方 式 の 改 善 が 求 め られ た 。 こ こ に お い て 、 農 協 の 経 営 を巡 る 二 つ の 財 務 規 則

の 早 急 な 制 定 が 課題 と な った 。 一 つ は 農 協 版 の 「財 務 諸 表 準 則 」 で あ り、 も

う一 つ は 、 農 協 の財 務 を 安 定 さ せ る 「財 務 処 理 基 準 」 で あ る 。 戦 後 の混 乱 の

中 で 誕 生 した 農 協 の 経 営 は 不 安 定 で あ り、 経 営 不 振 が 拡 大 した 主 因 は 、 農 協

が 事 業 区 分 の 不 明 瞭 な 総 合 経 営 で あ っ た こ とか ら、 総 合 経 営 に原 因 が あ る と

み られ て い た 。 そ の た め 、 信 用 事 業 と他 の 事 業 との 経 理 区 分 をす る こ と に よ

っ て 信 用 事 業 を保 護 し、 さ らに 農 協 財 務 の 適 正 化 が 急 が れ た 。 な か で も、 事

業 区分 の 整備 こそ が最 優 先 され ね ば な らな い課 題 で あ っ た。

経 営 不 振 に 陥 っ た 、 あ る い は 陥 りや す い 農 協 の 財 務 や 経 理 区 分 等 に対 す る

規 制 を 目的 と して1950年 に制 定 さ れ た 「財 務 処 理 基 準 令 」 に よ っ て 、 「信 用

事 業 とそ の 他 の 事 業 と の経 理 区 分 」 を 中 心 とす る財 務 ・経 理 処 理 の 基 本 が 明

示 さ れ た 。

GH:Qを 中 心 に行 な わ れ た 農 協 版 「財 務 諸 表 準 則 」 策 定 の 過 程 で 明 らか に

な っ た こ とが 三 つ あ る。 第 一 は 、 日本 の 農 協 で は 、 ロ ッチ デ ー ル の 協 同 組 合

原 則 で あ る 「利 用 分 量 別 配 当」 が ほ とん ど遵 守 さ れ て いな い こ と。 第 二 は 、
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そ れ まで 各 事 業 部 門 別 の 区 分 経 理 が 行 な わ れ て い た と して も、 そ れ は 経 費 の

部 門別 配 賦 も行 わ れ な い 決 算 時 だ け の財 務 諸 表 と い う 帳 尻 あ わ せ に過 ぎ な か

っ た と い う こ と。 第 三 は 、 日本 政 府 が 農 協 の 事 業 に、 本 来 、 銀 行 が 行 な う信

用 事 業 を も認 可 して い て 、 非 常 に危 険 で あ る とい う こ とで あ る 。

こ う した 農 協 の 決 算 時 だ け の 帳 尻 合 わ せ が 正 確 な 部 門 別 損 益 算 出 を 不 可 能

と し、 ひ い て は利 用 高 配 当 を 困 難 な ら し め 、 さ ら に また 総 合 経 営 にお け る信

用 事 業 の 区 分 保 護 を必 要 と さ せ た の で あ る 。 この 課 題 解 決 を 可 能 とす る 経 理

方 式 の 実 行 がGHQ側 の 基 本 姿 勢 で あ つ た 。 しか し、 日本 側 の 農 林 省 で は 、

信 用 事 業 の 保 護 と農 協 財 務 の 適 正 化 、 こ の た め の行 政 に よ る 指 導 監 督 の 強 化

が 当面 の課 題 で あ って 、 利 用 高 配 当 の よ うな 基 本 的 課 題 は 、 将 来 の 高 次 の 目

標 で しか な い と考 えて い た 。稚 拙 な 経 営 問題 の 内 部 要 因 とみ られ た 経 理 処 理

の 問題 の基 底 に は 、 総 合 経 営 と い う 日本 農 協 の 特 殊 な 経 営 形 態 に 由 来 す る複

雑 な 区 分 経 理 の 問題 が 重 層 して い た 。 そ の 総 合 経 営 を維 持 す る 日本 の 農 協 は 、

農 協 制 度 が ス タ ー トした 時 か ら この 基 本 的 な 問 題 を内 包 して 今 日に 至 っ て い

るの で あ る 。

3「 部 門別採 算性 の 確 立」の 問題 と課 題 の達 成 方法

これ に 対 して70年 代 の 経 営 問 題 は 、 経 済 事 業 部 門 の 赤 字 に代 表 さ れ る経 営

状 況 の悪 化 の 問 題 で あ り、 つ ま る と こ ろ 農 協 の 「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」の 問

題 で あ っ た 。70年 代 以 降 、 農 協 の経 営 は モ ノ を扱 う経 済 部 門 の赤 字 が 毎 年 続

き 、 カ ネ を扱 う信 用 ・共 済 部 門 φ 黒 字 に依 存 す る収 支 構 造 とな っ て 、 そ れ は

今 日 にお いて も変 わ って い な い 。 さ ら に 、 本 研 究 が 「総 合 農 協 の 基 本 的 な 問

題 」 と して 捉 え た 、特 殊 な 経 営 形 態 か ら くる 複 雑 な 区 分 経 理 の 問題 も相 変 わ

らず 残 され た ま まで あ る。

GHQの 危 惧 した 信 用 事 業 の 保 護 とそ の他 の 事 業 と の 区 分 経 理 も視 野 に入

れ た な か で 、1948年 度 分 か ら 「農 協 経 営 分 析 調 査 」 が 開 始 さ れ る 。 この 調 査

を始 め た 狙 い を 当 時 の 農 協 課 長 は 「各 種:事業 兼 営 の 総 合 経 営 形 態 が 有 意 義 で

あ る と しっ つ も 、 総 合 農 協 の 場 合 、 そ の 形 態 は 経 営 内 容 を 不 分 明 に す る作 用

も持 つ か ら経 営 分 析 が 必 要 」 、 と述 べ て い る が 、 総 合 経 営 の 形 態 を と り続 け

る 限 り、 「農 協 経 営 分析 調査 」 は 半 世紀 を超 え て 今後 も行 わ れ続 け る。

経 営 分 析 調 査 にお け る事 業 部 門 の標 準 的 な 区 分 は 、 「収 益 性 部 門(信 用 部 、

共 済 部 、 購 買 部 、 販 売 部 、 倉 庫 部 、 加 工 利 用 部 、 そ の 他 事 業 部)」 と 「非 収

益 性 部 門(指 導 部 、 管 理 部)」 に 分 け られ る 。 そ の 事 業 部 門 ごと に① 事 業 損

益 、 ② 純 損 益 、 ③ 当期 純 損 益 な どが 算:出 さ れ て 、 部 門 別 の 収 支 が 一 定 程 度 明

らか とな る 。 一 定 程 度 と い うの は 、 管 理 部 費 、 内 部 金 利 の 算 出 が 、 各 部 門 に.

配 賦 不 能 で 算 出 困難 な 部 分 を残 す た め 、 これ を擬 制 計 算 方 式 に よ っ て 算 出 す
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るた め で あ る。

そ こで 、経 営 分 析 調 査 か ら部 門 別 の 黒 字 、 赤 字 の 推 移 を み て み る と、1970

年 度 に 信 用 部 と共 済 部 が 黒 字 、 他 の い わ ゆ る モ ノ を扱 う経 済 事 業 の 五 つ の 部

は す べ て 赤 字 、 と い う状 態 が 初 め て 出 現 す る 。 そ して 、 最 新 の2000年 度 に至

る まで そ の状 態 が 変 わ りな く続 い て い る。 一 方 、 農 協 の 意 思 を 代 表 す る全 国

農 協 大 会 の決 議 を見 る と、 ま さ に こ の1970年(第12回 大 会)に お い て 「部 門

別 採 算 性 の確 立 」 に初 め て 言及 さ れ 、 この課 題 が 明確 に設 定 され る。

以 後 、 「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 の課 題 が 連 続 して提 起 さ れ る こ と に な るが 、

この 課 題 が い わ ゆ る経 済 事 業 だ け に限 定 され な い こ と は、1994年=第20回 大

会 前 後 の 時 期 か ら、 「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 の 問 題 が 、 カ ネ を 扱 う信 用 ・共

済事 業 部 門 に も係 る こ とが 経営 分 析 調 査 か ら明示 され て い る。

70年 代 以 降 に 開 催 さ れ た 農 協 大 会 で の 「部 門 別 採 算:性の 確 立 」 の課 題 設 定
`と

、 課 題 達 成 の 方 法 の 問題 を 整 理 して み る と、 ① 大 会 議 案 にお け ζ課 題 達 成

方 法 の議 論 の 不 徹 底 、 ② 部 門 収支 の 計 算 方 式 の み の 改 善 、 ③ 対 応 策 の 具 体 性

の 欠 如 、④ 唐 突 で 説 明 の な い 、子 会 社 ・外 部 へ の 委 託 、⑤ 同 じ く唐 突 な 、事

業 部 制 の 導 入 、 ⑥ 部 門 設 定 の 問題 、 ⑦ 取 組 主 体 の 問 題 、 と い っ た 七 つ の 問題'

点 を指 摘 す る こ とが で き る 。

これ らの 問 題 は要 す る に 、 誰 が 、 ど うい う事 業 を 、 ど う い う方 法 で 見 直 す

の か 、 と い う 具 体 的 な 課 題 達 成 方 法 の提 示 を 欠 い た ま ま抽 象 的 な 問題 の 指 摘

に止 ま っ て い る と い う こ と を示 す も の で あ る 。 こ う し た 問 題 が 放 置 され て 今

日に 至 っ て い る と い う事 態 が 「『部 門別 採 算 性 の確 立 』 問 題 」 で あ る 、 と言

っ て も よ い 。 こ の 問 題 は 、 農 協 大 会 だ け の こ とで は な い 。 同時 期 の農 協 行 政

当局 の勧 告 等 を整 理 して み る と、 そ こにお い て も 同様 の こ とが 言 え る。

4「 部 門別 採 算性 の確 立」 の課題 達成 の主 体 的条 件

農 協 大 会 や 行 政 当 局 以 外 で 、 農 協 の 「部 門 別 採 算:性 の確 立 」 の 課 題 に取 り

組 ん で い る の は 、 全 国 の 農 協 の指 導 機 関 で あ る 全 国農 業 協 同 組 合 中央 会(全

中)で あ る 。 そ の 全 中 が 行 な うJASMICと 呼 ばれ る コ ンサ ル テ ィ ン グ に

代 表 さ れ る農 協 経 営 に つ い て の 指 導 機 関 の 新 しい ア プ ロー チ を み て 見 る と、

そ こに は 有 益 な ヒ ン トが 多 く隠 さ れ て い る 。 しか し、 そ の一 方 で 、 「部 門 別

採 算 性 の 確 立 」 の 課 題 が 、 農 協 の 職 員 グル ー プ と い っ た 当事 者 の も の で は な

く、 コ ンサ ル タ ン トの よ うな 第 三 者 に と っ て の課 題 と い う位 置 づ け に止 ま っ

て い る こ とに 問 題 が あ る 。 課 題 達 成 に 取 り組 む の は 当該 農 協 で あ る はず で あ

る が 、 こ の コ ンサ ル テ ィ ン グ を受 け る 農 協 側 に も問 題 が あ る 。 そ れ は 、全 中

の 経 営 指 導 に 対 す る 農 協 の 主 体 性 を 欠 い た盲 従 ・追 随 の 姿 勢 で あ り、 さ ら に

課 題 に取 り組 む 農 協 にお い て 、 課 題 達 成 の成 否 を 左 右 す る で あ ろ う農 協 一 般
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職員 の姿 の不 在 で あ る。

さ らに 、1970年 代 前 後 か ら今 日 ま で の本 研 究 の 課 題 に 関 係 す る 農 協 経 営 論

の 先 行 研 究 を見 て み る と ・ こ の課 題 を扱 っ た研 究 は ほ とん どな く・ ほ ぼ若 林

秀 泰 グル ー プ の も の に 限 られ る。 しか し、 そ こで の 議 論 の 中 心 は 部 門別 損 益

の 計 算 方 式 を 問題 に した も の で あ り、 い わ ば 一 定 時 点 で 大 き さが 確 定 した パ

イ の 、 そ の 分 配 の 方 法 を 問題 に した に止 ま っ て い る 。 そ こに は 、 「部 門別 採

算 性 の 確 立 」 に 向 け取 り組 み 主 体 を明 確 に し、 そ の う え で 採 算:性の 確 立 を い

か に達 成 す るか とい う問 題 意 識 が 決 定 的 に欠 けて い る。

で は 、 本 来 、 「部 門別 採 算 性 の確 立 」 の 問題 で 論 じ られ るべ き 課 題 は 何 か 。

全 国農 協 大 会 の決 議 や 農 協 行 政 当局 等 の勧 告 を整 理 し た 中か ら結 論 と して 言

え る こ と は 、 「経 営 管 理 組 織 の 一 定 の 単 位 ご と の部 門 損 益 計 画 の 明確 化 」 と

「部 門 責 任 者 へ の 分 権 」 で あ る 。 さ らに 、JASMIC等 の取 り組 み の な か

に見 出 され る 、 部 門 別 採 算 に対 す る 「最 小 の 責 任 単 位 」 の 設 定 と い う課 題 で

あ る 。 これ ら は い っ て み れ ば 経 営 を担 う 役 職 員 が 主 体 的 に取 り組 む べ き 課 題

で あ る 。 農 協 の指 導 組 織 の 関 係 者 か ら 「極 力 現 業 部 門 の意 見 を 尊 重 し、 現 業

の 部 門 担 当者 に部 門 損 益 に対 す る 責 任 の 自覚 と権 限 を 与 え る こ と」 が 重 要 と

の指摘 もあ る が 、 これ は こ う した課 題 と符 合 す る 。

以 上 の こと を踏 まえ て 、 これ ま で の1970年 代 以 降 の 農 協 事 業 の 「部 門別 採

算性 の確 立」 の課 題 を 、再 度 、整 理 して み る と、次 の 四 つ が あ げ られ る 。

第 一 は 、 単 位 部 門 と そ の 主 体 の 明 確 化 で あ る 。 こ の こ と に よ っ て 「ど こ

で 」 「誰 が 」 と い う 最 小 の 単 位 と主 体 が 明確 に な る。 第 二 は 、 権 限 を大 幅 に

与 え る 「分 権 」 で あ る。 これ を行 な う こ と に よ っ て 、従 来 の 「部 門 責 任 者 」

へ の 分 権 と い う常 識 を見 直 す 必 要 性 が 見 出 さ れ る 。.第 三 は 、 組 合 員 ・職 員 へ

の 部 門 損 益 明 細 の 開 示 で あ る 。 これ に よ って 、 経 営 改 善 に取 り組 む 職 員 の み

な らず 組 合 員 の 理 解 、 協 力 を得 る こ と が で き る。 第 四 は 、 最 小 単 位 部 門 で の

計 画 の 作 成 ・管 理 で あ る 。 これ に よ って 、 事 業 現 場 で の 緊 張 に 満 ち た 関 係 が

生 じ、 そ の 計 画 が 有 効 性 を帯 び て く る。 これ らが 、 「課 題 達 成 の 条 件 」 で あ

る。

5農 協 の現 況 に対す る ア プ ローチのた め のモ デル

「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 に 向 けて 、 農 協 の 現 況 に対 す る ア プ ロー チ の 観 点

か ら、 先 に示 し た課 題 実 現 の た め の 四 つ の 条 件 をベ ー ス に 、 事 例 研 究 の た め

の モ デ ル を提 示 して み る 。 この モ デ ル の根 幹 に あ る考 え 方 は 、 「部 門別 採 算

性 の 確 立 」 に 取 り組 む 主 体 の モ ラー ル が 高 ま る こ と で あ る 。 こ こで 重 視 す る

の は 、 「二 足 の わ ら じ を 履 い た 経 営 」 、 す な わ ち 、 協 同組 合 原 則 に基 づ く経

営 と、 企 業 に対 抗 す る経 営 で あ り、 これ は 先 進 農 協 の 経 営 者 の考 え 方 に 示 唆
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を得 た もの で ある 。

(1)単 位 部 門 の 明確 な 設 定

まず 、 第 一 は 、 「採 算 性 の確 立 」 に 取 り組 む う えで 重 要 な の は 、 単 位 部 門

の 明 確 な 設 定 で あ る 。 単 位 部 門 の 属 性 は 、 所 属 の 職 員 が 、 同 じ仕 事 、 類 似 の

仕 事 、 あ る い は そ れ らの周 辺 の 仕 事 を して い る 部 署 、 した が っ て 業 務 改 善 に

つ いて の 話 合 い 、 工 夫 の仕 合 い が しや す い 業 務 機 構 上 の 部 署 、 仕 事 の機 能 が

同 質 な 部 署 、 そ れ もで き る だ け 小 部 門=単 位 部 門 で あ る 。 そ こで 内 部 諸 部 門

に 注 目 して み て 、 そ の諸 部 署 に即 して 、 「採 算 性 の 確 立 」 の た め に 業 務 改 善

を は か る 単 位 と、 会 計 上 の 採 算 を と る単 位 との 一 致 し た単 位 、 っ ま り業 務 改

善 単 位=採 算 単 位 の単 位 部 門 を 明確 に設 定 しな けれ ば な らな い。

例 示 す れ ば 、 購 買 部 門 と して は大 部 門 で あ り、単 位 部 門 はそ の 内 部 の 小 部

門 とな る が 、 生 産 資 材 購 買 部 の例 で は 、 生 産 資 材 購 買 部 が 大 部 門 で 、 肥 料 農

薬 、飼 料 、 農 機 、 な どが 単 位=小 部 門 とな る が 、 単 位=小 部 門 の 、 例 え ば肥

料 農 薬 の 中 が 、 さ ら に肥 料 と農 薬 、 あ る い は仕 入 れ と配 送 と事 務 処 理 な ど と

い うよ うな 内 枠 単 位 に分 か れ 、 そ れぞ れ を明 確 にす る ことで あ る。

(2)「 分 権 」

第 二 は 、 上 位 者 の 権 限 を下 位 の単 位 グ ル ー プ へ 分 権 を行 な う こ と で あ る。

こ の権 限 は 「意 思 決 定 の権 限 」 で あ り、 経 営 者 に 固有 の 「戦 略 的 意 思 決 定 」

を除 い た 「経 営 管 理 的 意 思 決 定 」 と 「作 業 的 意 思 決 定 」 の権 限 で あ る 。 そ れ

ら ので き る だ け大 き な 権 限 を 、 経 営 改 善 の 取 り組 み 主 体 と な る単 位 グ ル ー プ

に 分 権 す る の で あ る 。今 日、 多 く の農 協 が 企 業 界 に追 随 して 目標 管 理 ・人 事

考 課 を行 っ て い る が 、 こ こで 「部 門別 採 算 性 の確 立 」 へ の取 り組 み と して 、

これ を分 権 に 切 り替 え る の で あ る。 企 業 界 の よ う に労 働 生 産 性 向 上 の狙 いだ

け で 分 権 す る の で は な く 、 労 働 す る こ と に喜 び を感 じ る と い う、 人 間 労 働 の

本 来 の あ り方 の 追 求 として 、 分 権 を行 な う の で あ る。 協 同 組 合 は 、 人 間 尊 重

を き わ め て 重 要 な 価 値 と して い る 。 この 価 値 を発 揮 し て 、 個 々 人 に 対 す る 人

事 考 課 を伴 わ な い 、本 当 の意 味 で の 「分 権 」 を行 な う ので あ る。

この 分 権 と 同 時 に 、人 事 考 課 は 廃 止 す る こ と に な る。 そ の代 わ り と して 、

グ ル ー プ個 々 人 の相 互 関 係 にお い て 、 「成 果 応 報 」 が 原 則 と な る 。 権 限 に は

責 任 が 伴 うが 、 究 極 の 責 任 は 、 業 務 活 動 の成 果 と して 損 益 の 黒 字=剰 余 金 を

出 し、 そ の 一 定 部 分 を管 理 部 門 に 上 納 す る こ とで あ る。 上 納 黒 字 額 は 、 年度

当初 に 管 理 部 門 と単 位 部 門 とが 折 衝 し て 決 め る 。 黒 字 を 出 す 業 務 活 動 の進 め

方 は 、 単 位 グ ル ー プ の 裁 量 に 任 せ 、 単 位 グル ー プ が 自 由 に 決 め る の で あ る 。

さ らに 、 グ ル ニ プ の 中 心 に位 置 す る の は 管 理 職 で は な く、 メ ンバ ー か ら互 選

され た 、 例 え ば チ ー ム ・リー ダ ー とい う名 の ま と め役 で あ る 。 組 合 員 相 互 間

の 人 格 的 平 等 に基 づ く協 同 組 合 組 織 の 職 場 で は 当 然 の こ とで あ る 。
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(3)簡 易損 益 分析 シー トの作 成

第 三 は 、 期 中 で の軌 道 修 正 や 改 善 方 策 を 適 確 に立 て る た め に 、 迅 速 な 計 算

に 基 づ く簡 易損 益 分 析 シー トの作 成 が 不 可 欠 で あ る 。今 日で は迅 速 な 計 算 は 、

コ ン ピュ ー タ 利 用 で 可 能 で あ る 。 重 要 な の は 、 計 算 プ ロセ ス の 諸 要 素 の 数 値

を グル ー プ の 全 員 が 承 知 し、 業 務 改 善 の 手 掛 か り と して 生 か す こ と で あ る 。

そ して 、簡 易 損 益 分 析 シー ト 自体 が 、 「採 算 性 の 確 立 」 の 取 り組 み の 重 要 な

ッ ー ル に な る 。

(4)課 題 達 成 へ の到 達 方 法(取 り組 み 主体 の定 立)

そ して 、 第 四 は 、 「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 と い う到 達 目標 へ 向 か っ て 計 画

的 に取 り組 む こ とで あ る 。 こ の 場 合 、 職 員 全 員 が 「ス テ ップ ・バ イ ・ス テ ッ

プ 」 で 取 り組 む こ とが 重 要 で あ る 。 従 来 は 、 企 画 部 署 が 、 あ る単 位 部 門 を テ

ー マ に 取 り上 げ 、 自 ら計 画 を設一計 し、 そ の 実 行 を取 り仕 切 り、完 了 す る、 と

い う方 法 で あ った 。 これ に対 して 、 こ こで 示 す の は 、 最 初 の ス テ ッ プ で テ ー

マ を設 定 し 、 企 画 部 署 が 自 ら取 り組 む こ とは 不 変 だ が 、 取 り組 み に参 加 す る

有 志 を 、 他 の 部 署 の 職 員 か ら募 り、 む しろ 有 志 が 中心 にな って 、 企 画 部 署 要

員 は補 佐 役 と い う 「プ ロ ジ ェ ク ト方 式 」 の 取 り組 み 主 体 を 定 立 す る こ とで あ

る 。 そ の 上 で 、 全 職 員 に呼 び 掛 けて の 単 位 部 門 の 設 定 を行 な う。 そ して 格 別

の 補 佐 が 不 要 とな る に至 っ た とき 、 そ の 単 位 部 門 は 、 目標 に到 達 し た こ と に

な る 。 これ が農 協 全 体 に広 が れ ば、 全 ス テ ップ の完 了 で あ る 。

6先 進農 協の 事例 分析 か らみ た 「部 門別 採算 性 の確 立」 の 可能性

上 記 の モ デ ル は 、'果た して 現 実 の 農 協 で は 実 現 可 能 で あ る の か 。 そ の検 証

の た め 、 「部 門 別 損 益 管 理 」 で は 先 進 的 な 取 り組 み を して い る東 北 の2農 協

を 対 象 に 事 例 分 析 を行 っ た 。 そ の モ デ ル 対 比 の 現 況 の 到 達 点 と課 題 は 、 次 の

二 つ の観 点 か ら整 理 で き る。

第 一 の観 点 は 、 一 定 程 度 の 到 達 が み られ る課 題 達 成 の 方 法 と、 そ れ を さ ら

に発 展 させ る た め の課 題 で あ る。 簡 易 分 析 表 を用 い た 取 り組 み ツー ル の活 用

は 、 事 例 で は 、 一 定 程 度 の 到 達 が 認 め られ る 。 しか し 、 コ ン ピ ュー タ の 導 入

が 進 展 し た結 果 、 「部 門 別 損 益 簡 易 分 析 」 手 法 の 開発 は進 展 し、 簡 易 分 析 表

が 作 成 され て い る が 、 この 分 析 を 実 施 す る 管 理 部 署 内 で そ れ が 完 結 し埋 没 し

て しま って 、 他 の 部 門や 部 署 を巻 き 込 ん で の活 用 が 見 出 し難 い と い う状 況 が

散 見 さ れ る 。 こ め た め 、 企 画 部 署 の 段 階 で 終 わ って し ま わ な い よ う な 、 情 報

の 開 示 、 「分 権 」 に よ る 現 場 職 員 の知 恵 の 活 用 が 必 要 で 、 そ の た め に も職 員

参 加 型 と も言 うべ き本 研 究 が 提 起 す る 「分 権 」 が 欠 かせ な い条件 とな る。

また 、 部 門 の 設 定 にっ い て は 、 「部 門 別 採 算 性 の確 立 」 の 課 題 が 急 を要 し

て 、 そ の 重 要 度 が 高 い 経 済 事 業 部 門 の 販 売 事 業 と購 買 事 業 にお い て 、 採 算 の
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単 位 と責 任 の 所 在 を 明 確 に す る 「小 部 門 の 設 定 」 が 事 例 に見 出 さ れ た 。 しか

も 、 「会 計 単 位 」 と 「事 業 単 位 」 の 一 致 し た事 業 の損 益 管 理 にっ い て は 、 事

例 農 協 が これ に 近 い姿 を追 求 し 、 あ る 程 度 実 施 され て お り、 こ の点 で は 、 本

研 究 が 提 起 した モ デ ル に近 づ く可 能 が 高 い 。

第 二 の 観 点 は 、 「分 権 」 に つ い て の 課 題 で あ る 。 部 門 の 設 定 は一 定 程 度 達

成 さ れ 得 る と し て 、 問 題 は 「分 権 」 が ほ と ん ど進 ん で い な い こ と で あ る 。

「部 門別 採 算 性 の 確 立 」 の 課 題 達 成 の 方 法 の一 つ と して 、 本 研 究 で は 、 目標

と責 任 が 明確 とな る 小 部 門=採 算 単位 で そ の採 算 を考 え る グ ル ー プ な い し は

チ ー ム ・リー ダ ー の存 在 が 鍵 にな る と述 べ た 。 そ れ は 、 け っ し て職 制 で はな

く 、肝 要 な の はそ の グ ル ー プ や チ ー ム ・リー ダ ー を 中 心 に 、 内 枠 単 位 と も言

うべ き仕 事 別 の配 置 員 数 が 算 出 さ れ る か ど うか で あ る 。 そ こで は 「独 立 採 算

の 会 計単 位 」 と 「機 能 改 革 の た め の単 位 」 の 一・致 が 必 要 で あ る が 、 これ を考

え る のが ま さ に グ ル ー プ の メ ンバ ー で あ る 。 事 例 に は 、 こ う し た実 例 が 見 ら

れ ず 、専 ら既 定 部 門 の職 制 に基 づ い た いわ ゆ る職 長(部 長 、 課 長)が 、 この

既 定 部 門単 位 で 一 方 的 に配 置 員 数 を算 出 ・作 成 して い る のが 現 況 で あ る。

と は い え 、 事 例 で は 、 事 業 別 ・場所 別 損 益 管 理 にお け る 目標 管 理 制 度 を導

入 し、 「分 権 」 に つ い て は 、 段 階 的 な 導 入 の 必 要 性 を 理解 して い る 。 現 状 で

分 権 が 進 ま な い理 由 の 一 つ に 、 事 業 部 門 別 管 理 に 加 え て の 最 近 の 場 所 別 損 益

管 理 の導 入 で 、 職 長=中 間 管 理 職 の管 理 能 力 の 問 題 が あ る。 「分 権 」 は 、 こ

の 中 間管 理 職 の養 成 と結 び つ け て 考 え る べ き で あ って 、 そ の 前 段 で 、 一 定 の

時 間 を要 す る と考 え られ て い る 。

先 進 農 協 の 事 例 の み な らず 、 現 在 、 農 協 界 で 隆 盛 を極 め る 目標 管 理 制 度 が

導 入 され た 多 くの 農 協 に あ って は 、未 だ 中 間 管 理 職 の養 成 に注 力す る 段 階 に

あ る 。 事 例 で も 「分 権 」 とセ ッ トに した 取 り組 み 主 体 の 「単 位 グル ー プ 」 や

人 格 的 平 等 を 理 念 とす る 「同等 の 関係 」 とい う と こ ろ ま で 、 意 識 が 向 い て い

な い のが 現 状 で あ る 。

も う一 つ 、 分 権 に 関 連 して 問題 とな る の が 共 通 管 理 費 の 扱 い に 関 わ る 情 報

開 示 の 問 題 で あ る 。 部 門 別 損 益 管 理 を行 な う場 合 、管 理 部 門 の 人 件 費 に代 表

され る 共 通 管 理 費 が 、 擬 制 的 と は い え一 定 の ル ー ル(配 分 割 合 等)に 従 っ て

各 部 門 に配 賦 さ れ る 。 事 例 に よ る と、 先 進 農 協 と い え ど もそ の ル ー ル は 、 組

合 員 や 一 般 職 員 に 開 示 され ず 、 専 ら経 営 者 と幹 部 職 員 と い う トッ プ 層 の 間 で

了 解 さ れ る の み で あ る 。 特 に 人 件 費 配 賦 の 基 準 な どは 、 い わ ば 各 部 門 の損 益

管 理 の 「ヘ ソ 」 とな る 費 用 で あ る が 、 そ れ らが 前 例 踏 襲 に よ っ て 経 営 の トッ

プ 層 の み で 決 定 さ れ 、 開 示 が 限 定 され て 、 しか もそ れ が 長 年 見 直 し もな く固

定 的 に運 用 さ れ て い る 。 そ れ で は 、 た とえ 現 行 の 職 制 へ の 「分 権 」 後 で あ っ

た と して も、 業 務 活 動 の 進 め 方 で 、 職 制 以 下 の グ ル ー プ各 人 に納 得 し難 い も

一253一



の を残 し、 分 権 に よ っ て裁 量 が 与 え られ た 自 由な 活 動 に は 繋 が って いか な い。

「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 の 課 題 へ の取 り組 み は 、 組 合 員 を 巻 き 込 ん で の段

階 的 な 取 り組 み が 必 要 で あ る。 そ う で あ る 時 、 職 員 を 信 頼 して の 情 報 の 全 面

的 開示 こそ が 、 組 合 員 や 職 員 が 納 得 して 、 ス テ ッ プ ・バ イ ・ス テ ツ プ で 取 り

組 む うえ で 重 要 とな る。 、

7本 研 究か ら導 出で きた こと

(1)「 部 門 別 採 算 性 の確 立 」 の 課 題 達 成 が 長 い 間 、 困 難 を 極 め て い る そ の

根 底 に は 、 日本 に 固 有 の 総 合 農 協 に お け る 多 事 業 兼 営 方 式 が あ る 。 この方 式

を維 持 す る総 合 農 協 で は 、 損 益 管 理 に複 雑 な 経 理 処 理 が 伴 い 、 しか も部 門 別

に不 分 明 な損 益 が 残 り得 る とい う問題 を抱 え る。

(2)GHQは 、 総 合 農 協 が 内包 す る 問 題 を、 既 に農 協 制 度 ス タ ー ト時 に 危

惧 して お り、 日本 政 府 ・農 協 行 政 当 局 も ま た 問題 視 して い た 。 この た め 、 事

業 部 門別 の経 理 処 理 の実 施 を 「財 務 処 理 基 準 令 」 に よ って 指 導 し、 ま た 、 一・

定 の 擬 制 計 算 に 基 づ く 「農協 経 営 分 析 調 査 」 を も って 全 国 の 農 協 を 監 視 す る

こ と に な っ た 。 し か し 、農 協 行 政 当 局 の 主 た る 目的 は 、 経 営 不 振 の 影 響 か ら

信 用 事 業 を保 護 す る こ と に あ って 、 協 同 組 合 の原 則 の 一 つ で あ る利 用 高 に 応

じた配 当 を行 な う 「利 用 高 配 当」 の実 施 で はな か った 。

(3)1950年 代 で危 惧 さ れ た 総 合 農 協 に 内 在 した 問 題 は 、 改 善 さ れ る こ とな

く放 置 さ れ るが 、70年 代 に 入 りモ ノ を扱 う経 済 事 業 部 門 が 赤 字 と な る こ とで 、

「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 の 課 題 が 設 定 さ れ る 。 しか し 、 そ れ か ら30数 年 を 経

過 し、 この 間 の 農 協 大 会 で 毎 回 の よ う に 課 題 提 起 さ れ 、 また 行 政 当 局 勧 告 が

表 現 を変 え て 幾 度 も提 示 さ れ るが 、 今 日 に至 って も こ の 課 題 は 達 成 さ れ て い

な い 。 決 議 ・勧 告 す れ ど も達 成 さ れ な い 、 そ の こ と 自体 が 「 『部 門別 採 算 性

の.確立 』 問題 」 と言 え る。

(4)農 協 行 政 当 局 と して は 、信 用 事 業 が 順 調 で あ っ た1980年 代 前 半 ま で は 、

経 済 事 業 の 赤 字 に そ れ ほ ど危 機 感 を も って い な か っ た 。 しか し 、90年 代 に入

る と㍉ 信 用 、 共 済 の 両 事 業 に も黄 色 信 号 が と も り、 信 用 事 業 の 保 護 と合 わ せ 、

全 体 の 赤 字 を 根 本 的 に検:討す る 必 要 に迫 られ 、 「部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 課 題

に真 剣 に取 り組 ま ざ る を得 な い 状況 とな っ て い る 。

(5)「 部 門別 採 算 性 の確 立 」 の 課 題 が 今 日 に至 る ま で 達 成 され て こな か っ

た の は 、 具 体 的 な 課 題 達 成 の方 法 の提 示 を 欠 い た ま ま の 、 い わ ば抽 象 的 な 問

題 提 起 に止 ま っ て い た か らで あ る 。 本 研 究 で は 、 次 の 四 つ の 具 体 的 な 課 題 達

成 の 方 法 を モ デ ル と して 示 した 。 そ れ は 、 ① 単 位 部 門 の 設 定 の 明確 化 、 ② 権

限 を大 幅 に 与 え る 「分 権 」 、 ③ 簡 易 損 益 分 析 表 等 によ る 組 合 員 ・職 員 へ の 部

門損 益 の 明示 、 ④ 課 題 達 成 へ 向 けた 取 り組 み 主 体 の定 立 、 で あ る。
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(6)「 部 門 別 採 算 性 の 確 立 」 の 課 題 達 成 方 法 と して 提 示 し た モ デ ル と事 例

を 対 比 し て み る と 、 採 算 の 単 位 と責 任 の 所 在 を 明確 にす る 「会 計 単 位 」 と

「事 業 単 位 」 の 一 致 した 「小 部 門 の 設 定 」 は 、 経 済 事 業 部 門 に お い て あ る 程

度 実 施 さ れ て い る。 ま た 、 コ ン ピ ュー タ の導 入 が 進 展 した 結 果 、 簡 易 分 析 表

の活 用 は、 一 定 程 度 普 及 して い る。

しか し 、 「分 権 」 に つ い て は課 題 が 残 さ れ て い る 。 事 例 で は 、 目標 管 理 制

度 が 導 入 され 、 何 よ りもそ の 制 度 が 生 か さ れ る よ う 中 間管 理 職 の 管 理 能 力 の

養 成 が 優 先 され て い る の が 現 状 で あ り、 そ の養 成 に 一 定 の 時 間 を要 す る と考

え られ て い る 。本 研 究 で 提 示 し た 現 場 職 員 を 主 体 と した チ ー ム 編 成 へ の 「分

権 」 と い う発 想 の転 換 は 、 そ こ には 見 出 せ な い。

(7)分 権 に 関連 して 問 題 とな る の が 共 通 管 理 費 の扱 い に 関 わ る情 報 開 示 の

問 題 が あ る 。 先 進 農 協 と い え ど もそ の ル ー ル は 、 組 合 員 や 一 般 職 員 に 開示 さ

れ ず 、 専 ら経 営 者 と幹 部 職 員 と い う トッ プ層 の 問 で の み 了解 さ れ て い る 。 特

に 人 件 費 配 賦 の基 準 な ど は 、 い わ ば 各 部 門 の損 益 管 理 の 「ヘ ソ 」 と な る 費 用

で あ り、 そ れ らが 前 例 踏 襲 に よ っ て 経 営 の トッ プ層 の み で 決 定 され 、 開 示 が

限 定 され て運 用 され て い る 。

(8)最 後 に 、 どの よ うな 事 業 体 で あ っ て も 、 一 定 時 斯 ご と に 決 算 等 で 、事

業 の存 続 が 問 わ れ る こ と にな る 。 毎 年 、 事 業 損 益 が 赤 字 を続 け て 、 存 続 す る

こ と は 不 可 能 と な る 。 そ の よ う に 目 に見 え る形 で 、 農 協 事 業 の存 続 の 可 否 が

示 さ れ る こ とが 必 要 で あ る 。 地 域 に お け る ニ ー ズ が 十 分 把 握 で き な け れ ば事

業 存 続 は 不 可 能 とな る 。 単 位 事 業 の 「採 算 性 の確 立 」 の 条 件 と して は 、 経 営

改 善 に 具 体 的 に取 り組 む 主 体 の 知 恵 と、 事 業 を利 用 す る 住 民 や 組 合 員 の ニ ー

ズ の 両側 面 が不 可 欠 で あ る。

総 合 農 協 の 「部 門 別 採 算 性 の確 立 」 の 課 題 は 、 そ う した 取 り組 み 主 体 と地

域 のニ ー ズ を 明瞭 に示 す こ とで もあ る。
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論 文 審 査 結 果 要 旨

わが国の農協は,信 用事業,共 済事業,経 済事業,営 農指導事業など多種の事業 を兼営 しているこ

とから,通 常 「総合農協」 と言われる。農協経営は,こ れまで主に信用,共 済事業 とい う収益力のあ

る事業によって支えられてきた。しかし,近 年,経 済,農 業状況の悪化のもとで,信 用,共 済事業は

減収傾向にあり,経 済事業は赤字幅 を拡大 している。このため農協は大幅な経営見直 しを迫 られてい

る。そこでの焦眉の急は 「部門別採算性の確立」 とい う課題であ り,こ れは,事 業 ごとに収支を明確

にすることで経営の基本構造を改す るための不可欠の前提 といってよい。こうした課題は,既 に1970

年代から全国農協大会で幾度 となく取 りあげ られてお り,そ の意味で旧くて新 しい課題である。しか.

し,そ の経営が ともか くも維持 されてきたことか ら,農 協陣営の抜本的対策は先延ば しされ,研 究者

による本格的な取 り組みもほとんどなかった,と いうのが実態である。

本研究は,こ の課題に本格的に取 り組んだ初めての研究である。この研究によって 「部門別採算性

の確立」 とい う課題の特質が明らかにされ,課 題への接近の方法等が具体的に提起されたといえる。

主な研究成果は,ほ ぼ以下のようである。

第1に,こ の課題のもつ歴史的特質が明らかにされたことである。戦後混乱期のなかで発足 した農

協は概 して経営が不振であったが,本 研究では,GHQ(総 司令部)は その要因として総合経営である

がゆえの経理の不明確性を指摘 し信用事業 と他事業の区分経理のための 「財務処理基準令」の制定を

急がせたこと,し か しそれでは部門別損益の把握が困難であること等,制 度発足当初か ら部門別採算

性の確立 とい う課題が存在 し,以 降,農 協はそれに対処する必要が示唆されていたことを,膨 大な歴

史資料を用いて実証的に示 した。

第2は,全 国農協大会等の議論,資 料等 あるいは先行研究の検討,及 びなぜこれまで 「部門別採算

性の確立」 とい う課題が達成 されなかったとい う問題の整理を行い,課 題の達成の条件に関 して,以

下の4つ を仮説 として具体的に示 したことである。それは,① 単位部門の明確化,② 部門責任者へ権

限を大幅に与える 「分権」の実施,③ 簡易損益分析表等による組合員 ・職員への情報開示,④ 課題達

成に向けた取 り組み主体の定立,で ある。ここには,豊:富 な農協の現状分析 と経営学の最:新の成果が

活用 されている。

第3は,こ うした仮説に関 して,先 進的と見られる農協を対象に周到な現地調査を行い,そ の有効

性について課題整理を行ったことである。課題達成の条件に関しては,い ずれの農協もほぼ認めてい

ること,と くに① と③に関 しては既に取 り組んでいる事例もあることにその有効性が窺える。 しか し

② と④に関しては,現 場の農協で必ず しも受入が容易でない状況も指摘 してお り,そ の意味ではさら

なる検討が必要であろう。 とはいえ,部 門別採算性確立の課題に関して具体的方法を提示 し大方の議

論の姐上に乗せた意義は小さくない。

以上のように,本 研究は,従 来本格的研究がなされてこなかった,農 協の 「部門採算性の確立」 と

い う課題に正面か ら取 り組み,そ の歴史的特質を明 らかにするとともに,課 題達成のための条件を具

体的に提示 した。このことは,農協研究における新たな分野を切 り拓いたものとして貴重である。よっ

て,審 査員一同は,本 論文の著者に対 して博士(農 学)の 学位を授与するに値するものと判断した。
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